
  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 
千葉県交通安全県民大会受賞者一覧 

交通安全功労者知事表彰・会長表彰・感謝状受賞者一覧 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 交通安全に功労のあった個人または団体を表彰する 

記録項目 
１氏名、２本籍、３住所、４生年月日、５電話番号、６

性別、７職歴、８学歴、９資格・賞罰 

記録範囲 県民大会表彰候補者 

記録情報の収集方法 本人、他の機関から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 交通安全シルバーリーダーネットワーク登録名簿 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 
交通安全に関する情報提供や交通安全指導に関する相

談・指導を行い、自主的な活動を促進する。 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４年齢、５性別、６電話

番号 

記録範囲 交通安全シルバーリーダー 

記録情報の収集方法 本人からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 交通事故により保護者等を失った児童・生徒一覧 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課、各地域振興事務所 

個人情報ファイル等の利用目的 
交通事故により保護者等を失った児童・生徒を励ますた

め 

記録項目 
１氏名、２性別、３住所、４交通事故により死亡した保

護者等、５現在の保護者、６学校名、７学年 

記録範囲 交通遺児 

記録情報の収集方法 各市町村からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 交通事故相談票 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 

環境生活部くらし安全推進課 

千葉県交通事故相談所本所及び各支所 

個人情報ファイル等の利用目的 交通事故被害者の救済のための相談記録 

記録項目 

１相談者の情報（氏名、住所、性別、職業、電話番

号）、２被害の状況（負傷の状況、病院名、診療履歴

等）、３事故の当事者情報（被害者・加害者の氏名、住

所等）、４事故の概要（発生日時、場所、状況等）、５

被害者の家庭状況（家族構成、収入等） 

記録範囲 

交通事故相談の相談者 

交通事故相談の事故の被害者 

交通事故相談の事故の加害者 

記録情報の収集方法 本人（代理人）からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 交通安全功労者表彰（内閣府） 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 交通安全功労者表彰候補者の推薦のため 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４職業・団体歴、５表彰

歴 

記録範囲 
知事表彰（交通安全功労）を受賞したもので市町村から

の推薦があった者 

記録情報の収集方法 県内市町村より収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 自動車運転代行業者台帳 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 代行業の認定の協議に対する同意 

記録項目 １氏名、２住所、３車両番号 

記録範囲 個人事業者 

記録情報の収集方法 他の実施機関から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 他の実施機関 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 交通安全教育推進員一覧 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 

交通安全教育推進員を交通安全に係る研修会や講演会に

派遣し、児童生徒や地域住民等の交通マナーの向上を図

る 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５性別、６

個人番号、７職業、８資格・賞罰 

記録範囲 交通安全教育推進員 

記録情報の収集方法 本人からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －  

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 防犯相談受付一覧 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 電話相談の記録の蓄積 

記録項目 
１氏名(任意)、２性別(任意)４住所(任意)、３電話番号

(任意)、４相談内容 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの相談 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
犯罪により害を被った事実。刑事事件に関する手続き 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ほとんどの相談が匿名。   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 千葉県犯罪被害者等見舞金支出一覧 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 犯罪被害者支援のため。見舞金を支給するため。 

記録項目 

１見舞金申請者及び被害者の氏名、２住所地、３年代、

４被害発生場所、５罪名、６被害発生日、７被害を知っ

た日 

記録範囲 申請者及び被害者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人からの提出書類 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
犯罪により害を被った事実 

記録情報の 経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 金融知識普及功績者表彰 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 
表彰にあたり、選定の基準とし、その結果を通知するた

め 

記録項目 
1 氏名、2 住所、3 生年月日・年齢、4 電話番号、5 性

別、6 職業・ 職歴、7 資格・賞罰 

記録範囲 被表彰推薦候補者 

記録情報の収集方法 推薦元（市町村等）からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 書類提出先（千葉財務事務所・金融庁） 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
 ― 

行政機関等匿名加工情報の概要  ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 ― 

備   考  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 金融広報アドバイザー委嘱推薦事務 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 委嘱にあたり、選考の基準とするため 

記録項目 
1 氏名、2 住所、3 生年月日・年齢、4 電話番号、5 性

別、6 職業・ 職歴、7 資格・賞罰 

記録範囲 委嘱候補者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 金融広報中央委員会（日本銀行情報サービス局内） 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
 ― 

行政機関等匿名加工情報の概要  ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 ― 

備   考    



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 消費者支援功労者表彰等 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 功労者の候補者推薦のため 

記録項目 
1 氏名、2 住所、3 生年月日・年齢、4 電話番号、5 性

別、6 職業・ 職歴、7 資格・賞罰、 

記録範囲 被表彰推薦候補者 

記録情報の収集方法 推薦元（市町村等）からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 書類提出先（消費者庁） 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
 ― 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
 ― 

行政機関等匿名加工情報の概要  ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 ― 

備   考    



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 貸金業苦情・相談実績ファイル 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 

貸金業法に基づき登録制度を実施し、その事業に対し必

要な規制を行い、その事業の適正な運営を確保し、もっ

て資金需要者等の利益の保護を図る。 

記録項目 １氏名、２電話番号、３相談内容 

記録範囲 聴取を行った相談者 

記録情報の収集方法 相談者からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考    



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 
貸金業者登録簿（書類） 

貸金業者登録台帳（電算管理によるデータベース） 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 

貸金業法に基づき登録制度を実施し、その事業に対し必

要な規制を行い、その事業の適正な運営を確保し、もっ

て資金需要者等の利益の保護を図る。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日・年齢、５性

別、６本籍 

記録範囲 
貸金業登録申請書を提出した者 

貸金業登録簿の閲覧を申請した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考    



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 消費者聴取一覧表及び供述調書 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 

違法・悪質な事業者に対して、「特定商取引に関する法

律」及び「千葉県消費生活の安定及び向上に関する条

例」に基づき、行政指導や業務停止命令などの行政処分

を行うため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日・年齢、４電話番号、５性

別、６相談内容 

記録範囲 聴取を行った県内の消費者 

記録情報の収集方法 本人からの収集、他の官公庁 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考    



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 消費生活サポーター養成講座 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部消費者センター 

個人情報ファイル等の利用目的 

地域の中で消費生活のサポート役として活動できる人材

を育成するため、消費者関連法等、消費者被害の防止に

役立つ知識を身につけるための講座を開催することに係

る事務において、受講者証郵送等の事務連絡及び受講状

況の分析を行うこと、及び講座修了者の消費生活地域サ

ポーターとしての連絡先提供のため。 

記録項目 
１整理番号、２氏名、３住所、４生年月日・年齢、 

５電話番号、６性別、７その他（活動可能区域） 

記録範囲 講座受講申込者 

記録情報の収集方法 本人からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 市町村 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 － 



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 消費者教育コーディネーター育成講座 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部消費者センター 

個人情報ファイル等の利用目的 

地域等において消費者教育コーディネーターの役割を担

える人材を育成するための講座を開催することに係る事

務において、申込受付及び受講修了証郵送等を行うこと

及び講座修了者のうち希望者の「消費者教育担い手人

材」としての連絡先提供のため。 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３住所、４生年月日・年齢、 

５電話番号、６性別、７職業、８資格、 

９その他（活動可能区域、市町村への情報提供の可否） 

記録範囲 講座受講申込者 

記録情報の収集方法 本人からの収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 

市町村 

事業委託先（資料を受講者に郵送するため、委託先の公

益法人に住所等を提供した。（なお、予め受講者募集チ

ラシにその旨を記載している。）） 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

備   考 － 



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 消費者被害防止のための高齢者等見守り講座 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部消費者センター 

個人情報ファイル等の利用目的 

高齢者等が消費者被害に遭わないよう、日常的に高齢者

等と接する方々に対し、気づきのポイント、相談窓口へ

の繋ぎ等対応を習得させる講座を開催する事業に係る事

務において、受講者との事務連絡を行うため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５性別、 

６その他（参加希望者の立場 ケアマネージャー、民生

委員等） 

記録範囲 高齢者等見守り講座申込者 

記録情報の収集方法 本人からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 － 

   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 市町村からの商品テスト依頼に係る申し込みの受付 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部消費者センター 

個人情報ファイル等の利用目的 
商品のトラブルが発生した際に、原因究明のためのテス

トを行うため 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３住所、４生年月日・年齢、 

５電話番号、６性別、７その他（相談事項） 

事務において、商品の預り時、返却時に住所、氏名、電

話番号等を収集する場合がある。また、商品の使用状況

等を確認する際に、年齢（年代）、性別、相談事項等を

確認することがある。 

記録範囲 消費生活に関する相談者 

記録情報の収集方法 本人以外からの収集（他の官公庁） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 消費生活及び個人情報保護相談 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部消費者センター 

個人情報ファイル等の利用目的 

消費者保護及び個人情報保護に必要な情報の収集、苦情

の処理及び被害の救済に関する施策を行うため、消費生

活の安定向上と個人情報の適正利用を図るための情報の

提供、消費者取引や個人情報の取扱いに関する苦情を解

決するための斡旋等の措置を講ずる。 

記録項目 
１整理番号、２氏名、３住所、４生年月日・年齢、 

５電話番号、６性別、７職業、８その他（相談事項） 

記録範囲 消費生活及び個人情報保護に関する相談者 

記録情報の収集方法 
本人からの収集 

本人以外（他の官公庁、民間・私人、その他） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －  

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 千葉県暴力団排除条例第９条第２項に係る照会名簿 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課 

個人情報ファイル等の利用目的 千葉県暴力団排除条例第９条第２項に基づく照会 

記録項目 所属勤務先・団体名、氏名、生年月日、性別、住所 

記録範囲 補助金等を申請するもの 

記録情報の収集方法 各課局等 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 千葉県警察本部組織犯罪対策課 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 

－ 

 

 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☐有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －  

 



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 交通安全推進隊名簿、交通安全推進隊登録簿 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
環境生活部くらし安全推進課、各地域振興事務所 

個人情報ファイル等の利用目的 交通安全推進隊の活動支援 

記録項目 １氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５性別 

記録範囲 応募者 

記録情報の収集方法 本人からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 他の実施機関 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

総務部審査情報課 

〒２６０－８６６７ 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 

南庁舎１階 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ― 

 


